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運動の楽しさを味わわせるために 
姶良・伊佐教育事務所長  上拂 博文 

画面越しにも分かるほどの激しい雨。グラウンドは水浸し。しばらくして雨は止んだものの，
さすがに試合再開は難しいだろうとＴＶへの注目を外すと，突如聞こえてくる歓声。その視線の
先には阪神園芸の職員。甲子園球場が誇るグラウンドキーパーである。観客は「阪神園芸が出て
きた」＝「試合が始まる」ことを知っているのである。 
 ５月中旬から下旬，そして９月中旬から10月末の間に行われた運動会や体育大会。開会式前の
運動場はこれから繰り広げられる多くのドラマを心待ちしているかのようで凜としていた。緑門
が子供を，保護者や家族を，地域のお年寄りをにこやかに迎えていた。みんなが思いっきり運動
をする舞台がいよいよ整った。 

「♪燃えろよ，燃えろ，あ～か～ぐ～み～♪」顔を紅潮させ声を振り絞る児童。興味深そうに
生徒会種目を見つめる来賓に「生徒が自らやりたいと言って考えた種目です」と誇らしげに説明
する校長先生。「100人に満たない校区の人口だけど，100人以上の人間が集まりました。」と嬉
しそうに話す校区コミュニティ協議会の会長さん。審判の係をする子供の傍らで，さり気なく支
援（黒子に徹）する教職員。ボランティアで用具の出し入れを黙々と行う頼もしい中学生。 

スポーツ庁が行った令和５年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると，20歳以上
の週１日以上の運動・スポーツ実施率は，52.0％。「現在運動・スポーツはしておらず今後もす
るつもりはない」と答えた無関心層の割合は17.6％。一方，この１年間でスポーツを「する」
「みる」「ささえる」のいずれかに参画した者の割合（スポーツに参画した割合）は，87.8％。
さらに「する・みる・ささえる」すべてに参画した者は，日常生活の充実感を感じている割合が
高く，幸福感も比較的高い結果になった。 

今，子供だけでなく大人も運動の楽しさを味わわせる工夫が求められている。 
運動会や体育大会には運動を「する」と同時に「みる」「ささえる」がある。運動を「する」

楽しさは，それを「みる」「ささえる」人のにこやかな表情，さわやかな振る舞いが醸し出す雰
囲気で一層味わえる。「みる」「ささえる」意識は，運動を「する」人にその楽しさを味わって
もらいたいからこそ生まれるものであり，そうすることで達成感や幸福感がもたらされる。人と
人をつなぎ，明日からの活力を創り出してきた運動会や体育大会。そこには運動の楽しさを一層
味わわせる可能性があるように思う。 

ちなみに，どんなグラウンドも瞬く間に回復させ，不可能と思われた試合も成立させてきた甲
子園の最強グラウンド整備集団「阪神園芸」は，「その日にしか来られない人のために，最大限
の努力をしている」とのこと。そんな運動に関わる人の思いを「しる」ことで，その運動への
「する」「みる」「ささえる」参画意識は一層高まる。 

多様性を尊重した学級経営 ～特別支援教育の視点から～ 

児童生徒の言動は児童生徒個人の要因と環境の要因の相互作用によって表れる

といわれています。そして，環境の要因の一つとして，人的環境があり，ここに

は児童生徒同士の関係や教師との関係が含まれます。学習指導要領解説総則編

(2018)においても，学級担任には児童生徒への理解の在り方や指導の姿勢が学

級内の児童生徒に大きく影響することに十分留意し，児童生徒が特別な支援の必

要性についての理解を深め，互いの特徴を認め合い，支え合う関係を築いていく

ことの大切さが述べられています。  

 通常の学級においても特別な支援を必要としている児童生徒が在籍していること

を前提とした，多様性を尊重した学級経営について改めて考えてみませんか。 
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初任者を対象にしたフレッシュ研修が行われています。10月29日
には，小学校と中学校に分かれ，道徳の研究授業研修が実施されまし
た。提供授業を参観した後，授業研究とグループ協議が行われ，参加
した先生方は日頃の授業づくりにおける悩みや指導上の課題について
熱心に話し合いました。参加された先生方は，このような「問い」の
解決につながる多くの「気付き」を得ることができました。来年１月
には特別活動に関する研究授業研修が予定されており，更なる成長の
機会となることを期待しています。 

共に学び続ける，フレッシュな先生たち！  



「子どもの権利」について学ぶ機会を！  

こども基本法は，日本国憲法及び子どもの権利に関する条約（1989年に
国連総会で採択，日本は平成６年批准）の精神に則り，全ての子どもが，将
来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し，こども政
策を総合的に推進することを目的として令和５年に施行されました。 
 子どもの権利条約には，子どもが大人と同じように一人の人間として人権
をもっていることが認められ，また，成長の過程で特別な保護や配慮が必要
な子どもならではの権利も定めています。 
 「子どもの権利条約」について学ぶことにより，子どもは自分のもつ権利
について知ると同時に，友達など周りの子どもたちも同じ権利をもつことに
気付くことができます。また，互いの権利を尊重する意識や態度を身に付け
ることができます。 

12月４日から12月10日は，「人権週間」です。人権や子どもの権利条
約，様々な人権課題などについて学ぶ機会にしましょう。  

県教育庁人権同和教育課

作成「児童の権利に関す

る条約（子どもの権利条

約）に関する資料 

特色ある教育活動の紹介 

総合的な学習の時間（姶良市立加治木中学校） 

姶良市立加治木中学校では，今年度からこれまで３年生が
行っていた職場体験学習を２年生で行い，３年生では，かご
しま探究学習「エンジン」に取り組んでいます。 

これは，地域のよさと企業のリソース（ヒト・モノ・カ
ネ・コト）を組み合わせて新たな魅力や価値を生み出そうと
する取組であり，20時間通して生徒が身の回りの可能性を
考えることにつなげています。９月19日と10月30日に３
社の企業が学校を訪問し，地域に暮らすイノベーターとし
て，企業人・学校職員が生徒にフラットな関係で伴走中で
す。 

今後，生徒は４，５名のチームで互いにアイデアを出し合
いながら，企画案を作成し，11月末に校内で発表会を行い，代表に選ばれたチームは「かごしま
探究カップ」へ出場し，他校との交流も行います。 

この取組を通して，生徒は自分との出会い直しや他者との関わり方を学び，アイデアを生み出す
苦しみや他者と協力することの楽しさを体感し，自分の将来や生き方を考える機会になっていま
す。   

服務規律の厳正確保！ 

公立学校における

懲戒処分件数の推

移（過去10年間） 



姶 良 ・ 伊 佐 教 育 事 務 所 員 が 紹 介 す る 私の元気の出る言葉 ⑰ 
 継続は力なり 

わずかなことでも，続けて行えば成果となってあらわれる。小さな努力も，続けてやれば成功する。 

私は，苦しかったり，投げ出したくなったりした時に，この言葉を思い出すと「もう少しやってみよ

う。」という気持ちになります。 

その時は苦しくても，続けていれば，経験を積んで上手くいくことや良い案が出てきて乗り越えられ

ることもあると信じて，業務に取り組んでいきたいと思います。 （Ｍ．Ｙ） 


